
開 催 日 時 ：平成２４年４月１１日（水）午後１時３０分～午後４時５２分

開 催 場 所 ：議会第１・第２委員会室

出 席 部 員 ：中森弘幸（部会長）、久松倫生（副部会長）、中瀬古初美、山本芳敬、田中祐治

　第２７回作業部会の概要

　山本　節、大平　勇、海住恒幸、永作邦夫（欠席）、中島清晴

オブザーバー ：野口　正議長　大久保陽一副議長

部 員 外 委 員 ：植松泰之

 １．議会基本条例の第一次素案について

◆「市民」については、この条例において、市民の権利を定めたり、義務を課すようなものでは

　なく、厳密に範囲を確定しなければならないようなものではないため、特に定義は規定しない

◆反問権に いて 他市の事例を参考に協議していく とになりました

◆第一次素案における「市民」という用語の使い方について協議しました。

　ことになりました。

◆反問権について、他市の事例を参考に協議していくことになりました。

◆議員定数及び報酬の記述について協議を行いました。

 ２．その他

◆第２８回作業部会は、平成２４年４月１８日（水）に開催（予定）することになりました。


